
 

７０歳代前半の被保険者等にかかる一部負担金等の軽減特例措置について 

 

 

７０歳から７４歳までの被保険者及び被扶養者（現役並み所得者を除く。以下「被保険

者等」という）に係る一部負担金割合については、平成２０年度以降、本来２割のところ

特例措置により１割とされてきました。 

このたび、下記のとおり一部負担金等の軽減特例措置が見直しされましたのでお知らせ

いたします。 

 

記 

 

１ 一部負担金等の負担割合と高齢受給者証の表記 

⑴ 平成２６年４月１日以降に７０歳に達する被保険者等※１ 

７０歳に達する日の属する月の翌月以降の診療分※２から２割となります。 

高齢受給者証の「一部負担金割合」欄の表記は「２割」となります。 

※１ 誕生日が昭和１９年４月２日以降の方 

※２ 平成２６年４月中に７０歳に達する被保険者等は、同年５月の診療分から２割負担となります。 

⑵ 平成２６年３月３１日以前に７０歳に達した被保険者等※３ 

引き続き軽減特例措置の対象となり、７５歳到達まで１割です。 

高齢受給者証の「一部負担金割合」欄の表記は「２割（７５歳到達まで特例措置に

より１割）」となります。 

※３ 誕生日が昭和１４年４月２日から昭和１９年４月１日までの方 

 

参考 【自己負担割合】 

6歳未満（未就学児）  ２割 

6 歳から 70 歳未満  ３割 

70歳以上 75歳未満 

一般(昭和 19年 4月 1日以前生まれ) １割 

一般(昭和 19年 4月 2日以降生まれ） ２割 

現役並み所得者 ３割 

 


